令和8年5月22日
経営者・人事労務総務実務担当者　各位
熊本県経営者協会
会長　坂口　洋一朗
経協・経営法曹会議共催セミナー
企業が早めに把握しておきたい
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初夏の候、ますますご健勝のことと存じます。
令和７年１月に厚生労働省が「労働基準関係法制研究会報告書」を公表しました。この報告書は、社会・経済の構造変化に対応すべく、労働基準関係法制の諸課題（連続勤務の上限規制、勤務間インターバル制度の導入、過半数代表者制度の見直し、つながらない権利等）について方向性を示しており、今後の法改正に影響を与えるものと考えられます。したがって、この報告書における議論の状況を把握しておくことは、法改正後の就業規則・雇用契約書の見直し、労務管理体制の整備、勤怠管理・給与計算システムの変更等の諸対応への備えとして有益だと思われます。
　そこで、今回の経営法曹会議との共催セミナーは、吉見 仁宏弁護士を講師に迎え、労働基準関係法制の改正に向けた議論の状況についてわかりやすく解説していただきます。貴社のご対応の準備のためにもぜひご参加ください。
記

開催日　　令和8年6月23日（火）　午後2時00分から4時00分まで
会　場　　くまもと県民交流館パレア　10階　会議室8
講　師　　吉見　仁宏 氏　（森髙・吉見法律事務所　弁護士）
会　費　　無　料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

＊6月15日(月)までＦＡＸ・メールでお申し込みください。
切り取り線
熊本県経営者協会（ＦＡＸ　096-359-2806）宛て
jimukyoku@kumamotokeikyo.jp  
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